
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築構造の安全性に関する 

無料相談窓口を開設しています！ 

◆県内の分譲マンションの管理組合（区分所有者は除く） 

◆賃貸住宅の所有者（入居者は除く） 

◆ビル等の所有者 

◆その他構造計算を必要とする建築物（非木造）の所有者 
※設計図及び原則として構造計算書をご持参できる方が対象となります。 

 

対 象 者 

◎愛知県では、県民の皆様の建築物の安全性に対する不安を解消する 

ため、構造専門家による建築構造相談を「無料」で実施しています。 
 

(一社)日本建築構造技術者協会中部支部所属の構造を専門とする建築士 

相 談 員 

◆相 談 日：毎週火曜日及び木曜日（祝祭日を除く） 

◆相談場所：県内３ヶ所（裏面参照） 

◆相談時間：午前９時から午後５時（昼休みを除く）まで 

※１件１時間程度。相談員１人が応対します。 

相談日・場所等 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談日 及び 相談場所 

相談場所 県  庁(東大手庁舎) 西三河建設事務所 東三河建設事務所 

所 在 地 名古屋市中区三の丸 3-2-1 岡崎市明大寺本町 1-4 豊橋市今橋町 6 

相談日時 

毎週火曜日及び木曜日（祝祭日を除く） 

午前９時から午後５時（昼休みを除く）までのうち１時間程度 

 

※ 相談を行う会議室等については、相談決定時に御案内します。 

申 込 方 法 

◆申込方法：申込書（別紙）に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は電子メール 

にて送付してください。 

◆申 込 先：愛知県建築局建築指導課 構造審査Ｇ 

電 話 ０５２－９６１－９７１８（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０５２－９６１－９７１５ 

メール kenchikushido@pref.aichi.lg.jp 

(到着後日程調整の上ご連絡致します) 

◆申込締切：原則として相談日の１週間前までとします。 

mailto:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

